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資料６８ 
   

 
 

個人情報保護管理運営会議 付議事項 
 

 

件

名 

地方公共団体情報システム標準化に対応した国民年金システムへの移行等に

ついて（委託内容の変更） 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

要綱の根拠 

◇第3条第1項第3号（業務委託） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当部課：健康部医療保険年金課） 
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事業の概要 

事業名 地方公共団体情報システム標準化に対応した国民年金システムへの移行 

担当課 医療保険年金課 

目 的 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和３年法律第４０号）

（以下「標準化法）という。）に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に対

応し、住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを

目的とする。 

対象者 国民年金被保険者、免除者及び受給権者（日本国籍を有しない者を含む） 

事業内容 １ 概要 

令和３年９月１日に施行された標準化法により、地方公共団体は、国民年金事

務をはじめとする標準化対象事務について、標準化基準（標準仕様書）に適合し

た情報システム（以下「標準準拠システム」という。）の利用が義務付けられ、

国が策定したデジタル・ガバメント実行計画により令和７年度末までに標準準拠

システムに移行することとされた。 

このため、国民年金システムを標準準拠システムに移行することとし、当該標

準準拠システムは、セキュリティ面やコスト面等が優れている標準化法第１０条

に規定するデジタル庁が提供するガバメントクラウドシステムを利用し、運用を

行うものとする。 

 

２ 個人情報保護管理運営会議への付議内容 

上記の事業実施にあたり、標準準拠システムへの移行業務及び運用保守業務を

委託する（令和５年度第５回新宿区個人情報保護管理運営会議で承認済み）。 

この度、委託業者より、標準準拠システムへの移行業務及び運用保守業務の体

制を強化するため、委託業務の一部を再委託する旨の申し入れがあった。当該再

委託先は ISO27001及び ISMS認証を取得しており、個人情報の取扱いの安全性を

確保でき、また、再委託により委託業務を遂行する体制がより強化されることか

ら再委託する。 

 

３ 対象者数 

国民年金（基礎年金） 

被保険者（第１号被保険者） ６４，７４４名（令和５年３月末現在） 

免除者           ２５，１０９名（令和５年３月末現在） 

受給権者          ６２，８３７名（令和５年３月末現在） 

 

※個人情報の流れは、資料６８－１のとおり 
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別紙（業務委託） 

◇業務委託（第3条第1項第3号） 

 

件名 地方公共団体情報システム標準化に対応した国民年金システムへの移行に

係る業務の委託について（委託内容の変更） 
※太字ゴシック（下線）が、令和５年度第５回新宿区個人情報保護管理運営会議承認済の内容からの変更箇所 

保有課(担当課) 医療保険年金課 

登録業務の名称 

国民年金被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは一

時金の支給又は付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務 

特別障害給付金の支給に関する事務 

年金生活者支援給付金の支給に関する事務 

委託先 富士通 Japan株式会社 

委託に伴い事業者に処理

させる情報項目（だれの、

どのような項目か） 

１ 個人の範囲 

国民年金被保険者、免除者及び受給権者 

 

２ 記録項目 

申請者情報等（詳細は資料６８－２のとおり） 

処理させる情報項目の記

録媒体 
電磁的記録媒体（国民年金システム） 

委託理由 

「標準化法」に基づき、住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の

効率化に寄与することを目的とする、地方公共団体情報システムの標準化に

対応するため。 

また、国民年金システム標準化に係る環境構築委託及び保守業務を行うに

あたっては、高度な専門技術や知識が必要であるため、事業者に当該業務を

委託することで、安全かつ効率的な運用を実現する。 

委託の内容 

１．「標準化法」に基づき作成された、「国民年金システム標準仕様書」に

準拠したシステムへの移行を委託する。 

２．移行したシステムについて、システムの運用保守および障害対応を委託

する。 

上記１及び２に係る業務の一部を再委託する。 

委託の開始時期及び期限 
 令和５年１０月１０日から令和６年３月３１日まで（翌年度も、同様の業

務委託を行う。） 

委託にあたり区が行う情

報保護対策 
別紙チェックリストのとおり 

受託事業者に行わせる情

報保護対策 
別紙チェックリストのとおり 
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別紙（業務委託） 

◇業務委託（第3条第1項第3号） 

 

件名 地方公共団体情報システム標準化に対応した国民年金システムへの移行に

係る業務の再委託について 
 

保有課(担当課) 医療保険年金課 

登録業務の名称 

国民年金被保険者の資格の取得若しくは喪失、年金である給付若しくは一

時金の支給又は付加保険料の納付若しくは保険料の免除に関する事務 

特別障害給付金の支給に関する事務 

年金生活者支援給付金の支給に関する事務 

再委託先 

株式会社さくらケーシーエス 

シンポー情報システム株式会社 

大東エンジニアリング株式会社 

ミツイワ株式会社 

朝日システム株式会社 

株式会社ワイ・シー・シー 

蓼科情報株式会社 

委託に伴い事業者に処理

させる情報項目（だれの、

どのような項目か） 

１ 個人の範囲 

国民年金被保険者、免除者及び受給権者 

 

２ 記録項目 

申請者情報等（詳細は資料６８－２のとおり） 

処理させる情報項目の記

録媒体 
電磁的記録媒体（国民年金システム） 

再委託理由 

システム構築や運用保守業務における一時的な業務負荷増等に対応するた

め。 

システム構築における豊富な実績と技術を有する協力会社に一部業務の再

委託することで、製品知識・技術力・体制と合わせ、より充実したシステム

構築体制とするため。 

再委託の内容 

１．「標準化法」に基づき作成された、「国民年金システム標準仕様書」に

準拠したシステムへの移行の一部 

２．移行したシステムについて、システムの運用保守および障害対応の一部 

再委託の開始時期及び期

限 

 令和５年１２月２１日（予定）から令和６年３月３１日まで（翌年度も、

同様の業務委託を行う。） 

再委託にあたり区が行う

情報保護対策 
別紙チェックリストのとおり 

受託事業者に行わせる情

報保護対策 
別紙チェックリストのとおり 

 


